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お預入れいただいた額の0.01％相当額を「花と緑の東京募金」へ寄付いたします。
お客様のご負担はございません。

商品概要

※詳しくはお近くのJAへお問い合わせください。

※募集総額／300億円　取扱期間中であっても、東京都のJA全体で募集総額に達した場合には、お取扱いを終了させていただく場合がございます。

期　　間

対象商品

対 象 者

1年（自動継続扱い）

スーパー定期貯金（単利型）

個人の方に限ります。

所定の解約利率が適用されます。

一括預入・証書式または通帳式

10万円以上（1円単位）

中途解約

預入方法

預入金額

平成29年 4月3日（月）～平成29年 5月31日（水）
キャンペーン期間

店頭表示金利に年　　　％上乗せいたします。0.05

キャンペーン期間中、お預入れいただいた方に「花の種」をプレゼント！※数に限りがございます。



皆さまから寄せられた募金は、「花と緑の東京募金基金」に積み立てられ、全て「花と緑のおもてなし」や
「緑をまもる人材育成」、「校庭の芝生化」、「花粉の少ない森づくり」といった緑化事業に充てられます。

都内の学校の校庭を芝生化し、子
供たちが大いに遊び、学べる校庭
をつくります。

多摩地域のスギ林を伐採し、花粉
の少ないスギ等を植栽すること
で、花粉の少ない森への更新を行
います。伐採した木は、多摩産材
として活用します。

「花と緑の東京募金」の使いみち

3. 校庭の芝生化3. 校庭の芝生化 4. 花粉の少ない森づくり4. 花粉の少ない森づくり

都民の皆さまや観光に訪れた方々
が賑わう場所に四季折々の花と緑
を創出し、まちを彩ります。

ボランティアの方々が参加する都
の緑地保全活動の活性化を通じ
て、里山や森林、水辺などの緑を
保全する人材を育成します。

1. 花と緑のおもてなし1. 花と緑のおもてなし 2. 緑をまもる人材育成2. 緑をまもる人材育成

商 品 概 要

その他参考
となる事項

•満期日以後の利息は解約日における普通貯金利率により計算いたします。
•詳しくはお近くのJAへお問い合わせください。

商　品　名
スーパー定期貯金（単利型）
愛称：緑がいっぱい定期貯金

個人の方対　象　者

取 扱 期 間

期　　　　間 1年（自動継続扱い）

平成29年4月3日（月）～平成29年5月31日（水）
※取扱期間中であっても、東京都のJA全体で募集総額（300億円）に達した場合には、お取扱いを終了させていただく場合が
　ございます。

預 入 方 法 一括預入・証書式または通帳式

預 入 金 額
10万円以上（1円単位）
※新たなご資金でのお預入れに限らせていただきます。

払 戻 方 法 満期日以後に一括して払い戻しいたします。

利　　　　息

【適用金利】 スーパー定期貯金（単利型）の店頭表示金利＋年0.05％
 店頭表示金利は店頭の金利表示ボード等に表示しております。
 お預入れ時の約定利率を満期日まで適用いたします。
 なお、自動継続後の約定利率については、自動継続時の店頭表示金利を当該満期日まで適用いたします。
【計算方法】 付利単位を1円として1年を365日とする日割計算
【税　　金】 20.315％（国税15.315％、地方税5％）※ の分離課税
 ※平成49年12月31日までの適用となります。

付加できる
特 約 事 項

マル優（障がい者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」）のお取扱いができます。

中途解約時の
取　扱　い

満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率（小数点第4位以下切捨て）により計算した利息とともに払い戻しいたします。
•6か月未満…解約日における普通貯金利率　•6か月以上1年未満…約定利率×50％

貯金保険制度
（公的制度）

保護対象
※当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等（全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金（当座貯金・
　普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの）を除く）と
　合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。

寄　付　金
お預入れいただいた額（平成29年5月末時点）の0.01％相当額を、東京都が実施する「花と緑の東京募金」に寄付いたします。
※この資金についてお客様のご負担はございません。


